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　滋賀県議会は、９月定例会を９月27

日から10月18日までの22日間の会期で

開きました。�

　今回の定例会では、「平成16年度滋

賀県一般会計補正予算（第２号）」を

はじめとする知事提出議案29件（うち

１件撤回）と、議員提出議案４件の合

計32議案について審査を行った結果、

決算特別委員会を設置し、閉会中に審

査されることとなった「平成15年度滋

賀県一般会計および各特別会計歳入歳

出決算の認定を求めることについて」

を除いて、いずれも原案のとおり可決

または同意しました。�

　また、本会議における代表質問、一

般質問および討論には、延べ20人の議

員が登壇し、県政全般にわたって論議

を展開しました。�

　なお、各委員会においては、付託さ

れた各議案ならびに請願、その他所管

事項について審査および調査を行いま

した。�
おいすぎ�

　今年７月に認定した経済振興特区計画に対する支援や、守山市が日本サッカー協

会からの助成金を受けて整備する（仮称）野洲川歴史公園サッカー場について、整

備に要する経費の一部を助成するなど、必要な経費を計上する一方で、不要となる

もの等を現時点で精査し、４６億７千万円を減額する一般会計の補正予算を可決しま

した。�

�

�

　街頭にい集するグループ等の粗暴行為、電車内での痴漢行為や迷惑ビラの無差別

配布など、県民に著しく迷惑をかけ、不安を覚えさせる街頭迷惑行為を規制するた

め改正を行うとともに、条例の名称を「滋賀県暴力的不良行為等防止条例」から

「滋賀県迷惑行為等防止条例」に変更する条例を可決しました。�

�

�

　市町村合併により、１０月１日に甲賀市、野洲市、湖南市が誕生しましたが、平成

１７年１月１日に高島市、２月１１日に東近江市、２月１４日に米原市を新たに設置す

ることについて可決しました。また、高島市については、これまで県が行ってきた

事務の一部を新市に移譲すること等を定めた関係条例を可決しました。�

�

●平成１６年度滋賀県一般会計補正予算�

●滋賀県迷惑行為等防止条例�

●市町村合併による新市の誕生�
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会派別議員数
自由民主党・湖翔クラブ…28人

県民ネットワーク…12人

日本共産党滋賀県議会議員団…２人

公　　　明　　　党…１人�

定数47人　　　　現員43人
（平成16年10月24日現在）�
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